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鶴見区自治連合会５月定例会結果報告    
日時 令和８年５月 19日（火）午後２時      

                   会場 鶴見区役所８号会議室    

Ⅰ.横浜市町内会連合会５月定例会結果報告 

Ⅱ.鶴見区自治連合会関係議題 
 

 
      

 

                （事務局）鶴見区役所地域振興課地域振興係  

電 話：510-1687 FAX:510-1892 

メール：tr-chikatsu@city.yokohama.lg.jp 

Ⅰ 横浜市町内会連合会５月定例会結果報告 

１ 令和８年度感震ブレーカー等設置推進事業のご案内 

大地震時の電気火災対策として、揺れを感知すると自動的に電気の流れを止める「感震ブレ

ーカー」の購入・設置費用を全額または一部補助する事業を６月１日より開始します。また、

高齢者・障害者等のみで構成される世帯に対し、取付支援を実施します。 

◎問合せ先 防災・危機管理統括本部 地域防災課 TEL  671-3456 

 

２ 令和８年度家具転倒防止対策助成事業のご案内 

家具転倒防止対策事業として、地震時の家具の転倒から身を守るために家具転倒防止器具

の購入・設置費用を全額または一部補助する事業を６月１日から実施します。 

令和７年度家具転倒防止対策事業は、高齢者・障害者等のみで構成される世帯に対して取付

員を派遣する事業として実施していましたが、今年度より、感震ブレーカーと同じスキームで、

全世帯に対し器具の購入費の補助事業として実施します。併せて、高齢者・障害者等のみで構

成される世帯に対し、取付支援を実施します。 

◎問合せ先 防災・危機管理統括本部 地域防災課 TEL  671-3456 

 

３ 地域防災活動の支援に向けた研修のご案内 

地域における防災活動の支援として、２つの研修をご案内します。 

①「よこはま防災研修＜基礎編＞：横浜市の防災対策や地域防災活動の事例を WEB研修で学 

べます。WEB研修のため申し込み不要で、いつでも受講可能です。 

②「よこはま防災研修＜支援編＞」：地震火災や風水害の備え等、地域特性に応じた防災活 

動について、自治会・町内会等へアドバイザーを派遣して支援します。 

【申込期間】令和８年６月１日から 12月 25日まで 横浜市電子申請システムで受付 

◎問合せ先 防災・危機管理統括本部 地域防災課 TEL  671-3456 

 

 

 

 

 

この報告書は、鶴見区自治連合会・定例会の結果です。 

毎月定例会終了後に作成し、各自治会町内会長に送付します。 

※鶴見区自治連合会のウェブページにも掲載しています    → 

  ＵＲＬ：https://www.tsurumi-kurenkai.net/ 

 ※データでのメール配信を希望される場合は、事務局までご連絡ください。 
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https://www.tsurumi-kurenkai.net/
https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/moshimo/wagaya/jishin/sonae/kanshin.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/moshimo/wagaya/jishin/sonae/kaguten.html
https://bousaie-park.city.yokohama.lg.jp/
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/fd01e35e-2446-45e0-8bea-7cea668e403f/start
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４ 「小児医療費助成の対象年齢拡大」について 

令和８年６月から小児医療費助成の対象年齢を 18歳年度末まで拡大します。 

新たに対象となる方の医療証については、令和８年４月 25 日時点で横浜市内に住民登録の

ある方は、令和８年５月下旬に医療証を発送します（申請不要）。６月１日を過ぎても医療証

が届かない場合には、コールセンターまでお問合せください。 

◎問合せ先 横浜市小児医療証コールセンター（平日９時～17時） TEL 900-6760 

      鶴見区役所 保険年金課 保険係給付担当 TEL  510-1810 

 

５ YOKOHAMAイベントごみ資源化チャレンジ 

自治会町内会が主催するイベントなどから排出されるごみについて、より資源化（分別）を

推進していただけるよう、チラシを作成しました。各自治会町内会の皆様には、イベント実施

時に本チラシをご活用いただき、参加者への分別周知にご協力をお願いいたします。 

◎問合せ先 資源循環局 事業系廃棄物対策課 TEL  671-3818 

 

６ 横浜グリーンエクスポの PRへのご協力について 

横浜グリーンエクスポの PR を推進するため、連合町内会長の皆様に横浜市オリジナルトゥ

ンクトゥンクピンバッジが貸与され、ご着用への協力依頼がありました。 

◎問合せ先 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 GREEN×EXPO推進課 TEL  671-4627 

 

７ 「暗がり」エリアへの防犯灯の設置について 

市民局では、市が設置している防犯灯の位置情報をもとに、住宅地において「暗がり」の可

能性がある場所（周囲 25ｍ以内に市の防犯灯がない場所）をマップでお示しし、防犯灯の設

置場所の候補情報としてご活用いただくこととしました。対象となる単位会長あてに資料を

送付しますので、定例会等で申請をご検討ください。 

◎問合せ先 市民局 地域防犯支援課 TEL  671-3709 

 

８ 自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金について 

４月１日から申請受付を開始した「自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金」の案内チラシ

が完成しましたので、配付します。補助金の活用について御検討ください。 

◎問合せ先 横浜市住宅供給公社 街づくり事業課 TEL 451-7740 

 

９ 初期消火器具設置費用の一部補助について 

消防局では、自治会町内会が初期消火器具を設置する費用の一部を補助する事業を行って

おり、令和８年度も実施します。各自治会への周知と申請の要否について、ご検討ください。 

◎問合せ先 鶴見消防署 総務・予防課 TEL 503-0119 

 

Ⅱ 鶴見区自治連合会関係議題 

１０ 鶴見国際交流ラウンジの取り組みについて 

横浜 18 区の中で、中区に次いで 2 番目に外国籍在住者が多い鶴見区において、鶴見国際交

流ラウンジが行っている活動内容の説明がありました。日本語教室等開催しておりますので、

多文化共生にまつわるご相談がございましたら、鶴見国際交流ラウンジまでご連絡ください。 

◎問合せ先 鶴見国際交流ラウンジ TEL 511-5311 

 

１１ 区社協世帯会費、日赤会費及び更生保護協会会費の依頼について 

各自治会に区社協会費、日赤会費、更生保護協会会費等のご協力の依頼と、スケジュールの

共有がございました。なお、鶴見区社会福祉協議会から、各自治会に別途ご案内がございます。  

◎問合せ先 鶴見区社会福祉協議会 TEL 504-5619 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/iryohijosei/shoni/shotokukanwa.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/datsutanso.html
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１２ 第７６回「社会を明るくする運動」講演会の開催へのご協力について 

第７６回「社会を明るくする運動」講演会が、令和８年７月５日（日）に開催されます。当

日はより多くの方々に参加していただきたく、各町会へのチラシの配布及び各町会からのご

参加へのお声がけがありました。 

◎問合せ先 鶴見区更生保護協会 TEL 504-5619 

 

１３ 鶴見区制 100周年記念事業 ショートムービーコンテスト・ポスターコンクールの作品 

募集について 

2027 年の鶴見区制 100 周年を記念し、ショートムービーコンテストを開催します。より多

くの方にご応募いただきたく、ショートムービーコンテストのチラシについて、掲示板への掲

示をお願いします。併せて、小中学生を対象としたポスターコンクールも開催しますので、お

知らせがありました。 

◎問合せ先 鶴見区制 100周年記念事業実行委員会事務局  

ショートムービーコンテスト：TEL 510-1692 

          ポスターコンクール：TEL 510-1687 

 

１４ 国民健康保険 特定健康診査の受診率向上の取組について 

５月 13 日(水)に、国民健康保険加入者に対し、特定健診受診券を発送しました。今後、鶴

見区として受診率向上に取り組んでまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

◎問合せ先 鶴見区役所 保険年金課 保険係 TEL 510-1807 

鶴見区役所 福祉保健課 健康づくり係 TEL 510-1832 

 

１５ 緊急時情報一斉伝達システム連絡先登録・変更及びテスト送信の実施について 

緊急時情報一斉伝達システムへの電話番号及びメールアドレス登録（変更等）のお願いが

ありました。また、6/5（金）10 時からのテスト送信の実施についてご案内がありました。 

◎問合せ先 鶴見区役所 総務課 TEL 510－1656 

 

１６ 「デジタルプラットフォーム」を活用した市民意見募集について 

今後の施策や事業の参考にさせていただくため、「デジタルプラットフォーム」を活用して

お住まいの区に関するご意見・アイデアを募集します。 

【意見募集期間】令和 8年６月 1日(月)10：00～６月 30日(火)23：59 

【投稿先】https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/kocho/dp/dp.html 

（もしくは、「横浜市 デジタルプラットフォーム」で検索） 

◎問合せ先 鶴見区役所 区政推進課 TEL 510-1676 

 

１７ 横浜 F・マリノス×鶴見区役所「小学生国際交流サッカー教室」の開催周知について 

横浜 F・マリノスと連携して、「小学生国際交流サッカー教室」を６月 28 日(日)に開催し

ます。多くの方に参加していただきたく、ご周知をお願いします。 

【申込先】電子申請システム↓

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/4dac1fe

2-3105-45b4-af44-6fd4ce7382e1/start 

◎問合せ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1692 

 

１８ 令和 8 年 二輪車交通事故防止強化強化月間・暴走族追放強化月間横浜市実施要綱について 

次のとおり、強化月間として運動を行いますのでお知らせします。 

○期間  令和 8年 6月 1日（月）から 6月 30日（火 4）までの 1か月間 

〇スローガン「運転に ゆとり やさしさ 思いやり」「暴走は しない させない 許さない！」 
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https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/kenko/kenshincampaign.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/kocho/dp/dp.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/shokai/100thkinen/100th_movie_contest.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/event-bosyu/sports/20260421.html
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◎問合せ先 鶴見区役所 地域振興課 TEL 510-1688 

 

１９ 資料提供 

鶴見区内火災・救急状況（速報）    ………………  鶴見消防署  TEL 503-0119 

鶴見警察署管内犯罪・交通事故発生状況 ………………  鶴見警察署  TEL 504-0110 

 

☆次の書類等を 21日以降にお届けします。 

【資料】 

（1） 令和８年度感震ブレーカー等設置推進事業のご案内 

（2） 令和８年度家具転倒防止対策助成事業のご案内 

（3） 地域防災活動の支援に向けた研修のご案内 

（4） 「小児医療費助成の対象年齢拡大」について 

（5） YOKOHAMAイベントごみ資源化チャレンジ 

（6） 「暗がり」エリアへの防犯灯の設置について 

（7） 自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金について 

（8） 初期消火器具設置費用の一部補助について 

（9） 国民健康保険 特定健康診査の受診率向上の取組について 

（10） 緊急時情報一斉伝達システム連絡先登録・変更及びテスト送信の実施について 

（11） 「デジタルプラットフォーム」を活用した市民意見募集について 

（12） 横浜 F・マリノス×鶴見区役所「小学生国際交流サッカー教室」の開催周知について 

（13） 令和 8年 九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間 横浜市実施要綱について 

 

【掲示依頼】 

（1） 第７６回「社会を明るくする運動」講演会の開催へのご協力について 

（2） 鶴見区制 100周年記念事業 ショートムービーコンテスト・ポスターコンクールの作品

募集について 

（3） 「消費生活情報よこはまくらしナビ」の掲示板への掲示について（奇数月に掲示依頼があります。）  

 
 ５月は、班回覧の依頼はありません。  
配送先、掲示板数、回覧部数（班数）に変更がありましたら、事務局までご連絡ください。 


